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第１章 計画の目的・位置付け 

京都府住生活基本計画の概要 

・ 住生活基本計画は、住生活基本法に基づき、京都府の区域内における住民の住生活の安定の確
保及び向上の促進に関する基本的な計画 

・ 前回の計画（計画期間平成２８年度から 3７年度）の策定から５年間が経過し、また、国の全
国住生活基本計画（全国計画）が令和３年 3 月に見直されたことをうけ、この間の社会経済情
勢等の変化を踏まえて見直し 

１．計画の位置付け 

○本計画は、令和元年１０月に策定された行政運営の指針となる「京都府総合計画（京都夢実現プ
ラン）」及び新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた京都府総合計画推進のための取組方針
である「京都府 WITH コロナ・ＰＯＳＴコロナ戦略」（令和３年６月策定）や、この間の社会経
済情勢の変化等を踏まえたものです。 

○京都府建設交通部インフラ長寿命化計画（行動計画）の個別施設計画として別途定めている「府
営住宅等長寿命化計画」と併せ、京都府の住宅行政に係る基本的な計画に位置づけられます。 

○また、住生活基本計画の主要な施策である住宅セーフティネットの構築をより促進するため、今
回、新たに京都府賃貸住宅供給促進計画を策定します。 

◆計画の位置づけ 

◆計画期間  

◆計画の構成  

○令和３年度から１２年度の 10年間 

４.住宅施策への展開 

５ .住宅・住宅地の供給に関
する方針 
（１）公営住宅の供給の目標量 

（２）住宅の供給等及び住宅地の供給

を重点的に図るべき地域 ＋  

２．京都府の住生活をめぐる現状と課題 

３.住宅政策の基本的な方針 

２上位計画 １社会経済情勢等の変化及び住

宅政策等に係る課題 

３前計画の取組状況 

 

京都府住生活基本計画 

住生活基本法 

住生活基本計画（全国計画） 建設交通部インフラ長寿命化計画 

府営住宅等長寿命化計画 

京都府総合計画 

(京都夢実現プラン) 

 
京都府賃貸住宅供給促進計画 

京都府 WITH コロナ・ 

POSTコロナ戦略 

令 和 ４ 年 ３ 月 
建 設 交 通 部 

参考資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 京都府の住宅政策をめぐる状況 

 ○京都府総合計画「京都夢プラン」（令和元年 10月策定） 

 ～一人ひとりの夢や希望が全ての地域で実現できる京都府を目指して～ 

・人とコミュニティを大切にする共生の京都府 

・文化の力で新たな価値を創造する京都府 

・豊かな産業を守り創造する京都府 

・環境にやさしく安心・安全な京都府 

○京都府 WITHコロナ POSTコロナ戦略 

・子育てにやさしい風土・地域・まちづくり 

・新しい生活様式に対応した地域づくり 

◆「京都夢実現プラン」「京都府ＷＩＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ」 

◆社会経済情勢等の変化及び住宅政策に係る課題 

○「社会環境の変化からの視点」、「居住者・コミュニティからの視点」、「住宅ストック・産業から

の視点」の３つの視点から８つの目標 

視点１ 社会環境の変化からの視点 

目標1 新たな日常や「ＤＸ」の進展等に対応した新しい住まい方の実現 
目標2 頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まい 
    の確保 

視点２ 居住者・コミュニティからの視点 

目標3 子どもを産み育てやすい住まいの実現 
目標4 多様な世代が支え合い、高齢者が健康で暮らせるコミュニティの形成とまちづくり 
目標5 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備 

視点３ 住宅ストック・産業からの視点 

目標6 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成 
目標7 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進 
目標8居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展 

 

◆新たな全国住生活基本計画（令和 3年 3月） 

 《人口動向》 
・令和 2年における京都府の人口は 258万人で、平成 16年の約２６５万人をピークに減少 
・世帯数については令和２年が約１１９万世帯と引き続き増加している、今後は減少に転ずる
見込み 

《少子高齢化》 
・人口の高齢化も進展。年少人口と生産年齢人口は減少を続けている一方、老年人口は増加 
・全国平均を下回る合計特殊出生率、共働き世帯の増加があり、京都府が目指す子育て環境 
 日本一の実現に向けた取り組みが必要 
・家族別世帯のなかで単独世帯の割合が今後増加。令和２年の４１．２％から令和１７年には  
 ４２．０％になると推計され、特に高齢者の孤立が懸念 
《住宅セーフティネット》 
・高齢者、障害者、外国人、ひとり親家庭を含め、全ての人が安心して暮らせる社会の実現に
向けた取組が必要 

《住宅ストック》 
・地域コミュニティの希薄化。地域活力の低下による地域の様々な課題の顕在化。 
・空き家は平成２５年に１３．３％から平成 30年には１２．８％と減少に転じている。 
・地域別の状況では丹後地域、中丹地域、南丹地域の北中部の地域で空き家率が増加。一方、 
 京都・乙訓地域山城北地域、学研地域といった南部の地域では横ばいで推移 
《社会的要請》 
・南海トラフ地震や直下型地震への対応に加え、激甚化、頻発化する集中豪雨等による浸水 
 被害、土砂災害の発生への恐れ 
・ゼロカーボン、脱炭素社会の実現と居住者の快適性や健康長寿の確保等、幅広い視点からの 
 住宅省エネルギー化の要請 
・働き方改革や新型コロナウイルス感染症の影響などによる、新しいライフスタイルや多様な 
 住まい方への関心の高まり。 



第４章 住宅施策への展開 

 

◆住宅政策の目標と基本的な施策 

第３章 住宅政策の基本的な方針 

 

《 重点目標 Ⅰ 》 

人とコミュニティを 

大切にする共生の京都府  

⚫ 子育てしやすい住宅の普及促進 

⚫ 安心して子どもを産み育てることができ

る住まい・まちづくり 

◆目標１  
子育てにやさしい社会を 
支える住まい・まちづくり 

⚫ 住み慣れた地域で自立して暮らし続けら

れる住まい・まちづくりの実現 

⚫ 高齢になっても安心して暮らせる住宅の

普及促進 

⚫ 柔軟で重層的な住宅セーフティネットの

構築の促進 

⚫ 民間賃貸住宅ストックの活用 

⚫ 公営住宅、公的賃貸住宅による支援 

◆目標２ 
高齢者をはじめ全ての世代が暮
らしやすい住まい・まちづくり 

◆目標３ 
重層的な住宅セーフティネット
により全ての人が安心して暮ら
せる住生活の実現 

重 点 目 標 と 目 標  基 本 的 な 施 策  

京都府総合計画(京都夢実現プラン)  京都府ＷＩＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ戦略 

 

住生活基本計画(全国計画） 

 

社会経済情勢等の変化 

 

前計画での取組状況 

 

住生活に関連するその他の計画 
（少子化対策基本計画、高齢者居住安定確保計画、賃貸住宅供給促進計画、建築物耐震改修促進計画等 等） 

住生活に係る各種施策の推進 

人とコミュニティを 
大切にする共生の京都府 

《 重点目標Ⅰ》 《 重点目標Ⅲ》 

環境にやさしく 
安心・安全な京都府 

地域の文化と新たな 
価値を伝え創造する 

京都府  

《 重点目標Ⅱ》 

⑧ 住まいに関する多様な情報の提供と 
   住教育による府民の住まい力の向上 

《 横断的効果促進目標 》 

① 子育て支援 
② 高齢化社会への対応 
③ 重層的な住宅セーフティネット 

④ 地域文化・特性の継承・発展 
⑤ 住宅ストックの活用・地域交流の促進  

⑥ 環境にやさしい住まい 
⑦ 災害対策等の推進 



 

 

 

《 重点目標 Ⅲ 》 

《 重点目標 Ⅱ 》 《 重点目標 Ⅱ 》 

地域の文化と新たな  
価値を伝え創造する京都府  

《 重点目標 Ⅲ 》 

環境にやさしく安心・安全な京都府 

《 横断的効果促進目標 》 

 

⚫ 地域の特性・地域力を活かした取組の推進 

⚫ 新しい住まい方・まちづくりの推進 

⚫ 防災・減災への取組 

⚫ 災害発生時における被災者の住まいに対

する取組 

⚫ 住まいに関する多様な情報の提供 

⚫ 住教育による府民の住まい力の向上 

⚫ 良好なストックの形成と流通促進 

⚫ 周辺の居住環境に悪影響を及ぼす空き家

の発生防止に向けた取組 

⚫ 良好な空き家の有効活用 

◆目標４ 
新たな日常を踏まえた地域の文化
・特性を継承・発展させる住まい・
まちづくり 

◆目標５ 
住宅ストックの活用促進と地域交
流を促進する住まい・まちづくり 

◆目標６ 
環境にやさしい社会を支える住まい
・まちづくり 

◆目標７ 
激甚化・頻発化する災害に備え、府
民の安心・安全を守る住まいまちづ
くり 

◆目標８ 
住まいに関する多様な情報の提供と
住教育による府民の住まい力の向上 

⚫ 環境にやさしい社会を支える住まい・まち

づくり 

重 点 目 標 と 目 標  基 本 的 な 施 策  

第５章．住宅及び住宅地の供給に関する方針 

◆公的な支援により居住の安定の確保を図るべき世帯（要支援世帯） 
民間賃貸住宅に居住している世帯のうち、市場において適正な負担で最低居住面積水準の確保が困難な
世帯 

◆公営住宅の供給目標 
本計画では、京都府内の区域において計画期間内に供給する公営住宅供給目標量を、令和３年度から 
１２年度までの 10 年間で 14,680 戸と設定します 

(Ａ)建替え住宅のうち建替前 
 からの既入居者用戸数      

(Ｂ) 
◆建替え住宅のうち新規に入居
を募集する戸数 

◆既存公営住宅の空家募集戸数 
         

公営住宅 

③公営住宅供給 
目標量 
＝（Ａ）＋（Ｂ） 

(Ｃ) 
◆都市再生機構（ＵＲ）賃貸住宅 
◆特別賃貸府営住宅 等 

公営住宅以外の公的賃貸住宅等の活用 

②要支援世帯が、新規 
に入居可能な戸数 
＝（Ｂ）＋（Ｃ） 
  23,900 戸 

① 要支援世帯数 

23,900世帯 

◆住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域（重点的供給地域） 

14,680 戸 

10,250 戸 

1,030 戸 

13,650 戸 


